
岡山市自主防災組織等育成事業 

助成金交付要綱 

平成３１年４月１日施行 

令和２年３月１日改正施行 

令和２年４月１日改正施行 

令和３年４月１日改正施行 

令和４年４月１日改正施行 

令和８年４月１日改正施行 

（目的） 

第１条 この要綱は、自主防災組織等の育成強化を図ることを目的に、予算の範囲内において、岡山市

自主防災組織等の育成のための助成金を交付するものとし、その交付に関して、この要綱に定めるも

ののほか、岡山市補助金等交付規則（昭和４８年市規則第１６号。以下「規則」という。）に定めると

ころによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱で使用する用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、規則で使用する用語の例に

よる。 
(1) 単位町内会 「岡山市町内会名簿」に掲載されている町内会・自治会のことをいう。 

(2) 連合町内会 「岡山市町内会名簿」に掲載されている学区・地区での連合組織のことをいう。 

(3) 自主防災組織  地域の防災活動を行う単位町内会のうち、岡山市に自主防災組織結成の届出

を行ったものをいう。 

(4) 学区（地区）防災組織  地域の防災活動を行う連合町内会のうち、岡山市に学区（地区）防災

組織結成の届出を行ったものをいう。 

 

（助成金の種類） 

第３条 助成金の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その要件等については当該各号により次条

以降に定める。 

(1) 避難活動準備助成金      第５条に定めるもの 

(2) 学区（地区）連絡調整助成金  第６条に定めるもの 

(3) 活動運営費助成金       第７条に定めるもの 

(4) 地域防災マップ作成助成金   第８条に定めるもの 

 

（助成対象事業者） 

第４条 助成の対象となる事業者（以下「助成対象事業者」という。）は、第２条第３号の自主防災組

織及び第２条第４号の学区（地区）防災組織であり、別表第１に該当するものをいう。 

２ 前項の規定に関わらず、事業者の役員等が次の各号のいずれかに該当する場合は、対象としない。 

(1) 暴力団（岡山市暴力団排除基本条例（平成２４年岡山市条例第３号。以下「条例」という。）

第２条第１号に規定する暴力団をいう。） 

(2) 暴力団員（条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。） 

(3) 前各号に掲げる者のほか、公の秩序に反するおそれがあると認められる団体 

 

（避難活動準備助成金） 

第５条 避難活動準備助成金は、対象事業者が地域の防災活動を始めるために要する経費を助成する

事業であり、次の各号に定めるものを対象とする。 

 (1) 防災資機材の整備 

 (2) 平常時の防災訓練等に要する物品の購入 

 (3) 地域内の状況把握のための活動 

 (4) 防災意識啓発のための活動 

２ 助成対象事業者は、第２条第３号の自主防災組織であり、別表第１に該当するものをいう。 

３ 助成金額の上限は、別表第１のとおりとする。 

４ 助成金の交付回数は、同一の助成対象事業者について１回とし、他の助成制度の対象となった経費

については、当該助成金の交付対象としない。 



５ 助成対象期間は、年度を単位とし、自主防災組織等育成事業助成金交付申請書（様式第１号。以

下「助成金交付申請書」という）を提出した日の属する年度とする。 

６ 助成金の交付額の算定に当たって対象となる経費は、第１項各号の助成対象事業を実施するために

要する経費とする。 
７ 助成金額は、第３項に定める助成額と前項の助成対象経費を比較していずれか少ない方の額とする。 

８ 助成金の交付申請は、助成金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、当該年度の３月３１

日まで（４月１日から３月３１日の間）に提出しなければならないものとする。 

なお、規則第５条第２項の規定に基づき、同条第１項第３号及び第４号の書類の添付は要しない

ものとする。 
 (1) 活動計画書 

(2) 助成事業に係る経費の収支予算書及び経費予定リスト 

(3) 助成事業に係る経費金額の根拠となる資料（単価が３万円以上のもの） 

(4) 前号に上げるものの他市長が必要と認める書類 

９ 市長は、規則第７条第２項の規定に基づき、助成金の交付の決定に当たって、活動計画におい

て、避難誘導を基本とする活動を計画し、準備を含め実施する努力を行うこととの条件を付するも

のとする。 

 
（学区（地区）連絡調整助成金） 

第６条 学区（地区）連絡調整助成金は、対象事業所が学区（地区）内の防災に関する連絡調整活動を

実施するために要する経費を助成する事業であり、次の各号に定めるものを対象にする。 
(1) 学区（地区）で必要な防災資機材の整備 

(2) 学区（地区）の自主防災組織との合同防災訓練の実施 

(3) 学区（地区）の状況把握のための活動 

(4) 学区（地区）の防災意識啓発のための活動 

(5) 学区（地区）の自主防災組織との連絡・調整等準備に要する運営活動  

２ 助成対象事業者は、第２条第４号の学区（地区）防災組織であり、別表第１に該当するものをい

う。 

３ 助成金額の上限は、別表第１のとおりとする。 
４ 助成金の交付回数は、同一の助成対象事業者について１回とし、他の補助金等制度の対象となっ

た経費については、当該助成金の交付対象としない。 
５ 助成対象期間は、年度を単位とし、助成金交付申請書を提出した日の属する年度とする。 
６ 助成金の交付額の算定に当たって対象となる経費は、第１項各号の助成対象事業を実施するため

に要する経費とする。 
７ 助成金額は、第３項に定める助成額と前項の助成対象経費を比較していずれか少ない方の額とす

る。 
８ 助成金の交付申請は、助成金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、当該年度の３月３１

日まで（４月１日から３月３１日の間）に提出しなければならないものとする。なお、規則第５条

第２項の規定に基づき、同条第１項第３号及び第４号の書類の添付は要しないものとする。 
(1) 活動計画書 
(2) 助成事業に係る経費の収支予算書及び経費予定リスト 
(3) 助成事業に係る経費金額の根拠となる資料（単価が３万円以上のもの） 
(4) 前号に上げるものの他市長が必要と認める書類 

９ 市長は、規則第７条第２項の規定に基づき、助成金の交付の決定に当たって、活動計画において、

学区（地区）の防災に関する連絡調整活動を基本に計画し、実施することとの条件を付するものとす

る。 
 
（活動運営費助成金） 

第７条 活動運営費助成金は、対象事業者が、活動運営を実施するために要する経費を助成する事業で

あり、次の各号に定めるものを対象とする。 
(1) 防災意識啓発のための活動 
(2) 地域内の状況把握のための活動 
(3) 防災訓練の実施 
(4) 防災資機材の整備 
(5) 要配慮者や避難行動要支援者の居住状況の把握 



(6) 避難行動要支援者の避難支援体制づくり（個別避難計画の作成） 

２ 助成対象事業者は、第２条第３号の自主防災組織及び第２条第４号の学区（地区）防災組織であり、

別表第１に該当するものをいう。ただし、前項第６号に規定する事業にあっては、自主防災組織のみ

を助成対象事業者とする。 

３ １団体に対して１年度につき交付できる助成金の交付額の限度額は、次に掲げる区分に応じて当該

各号に掲げる金額とする。（複数団体が協同で負担する経費についてはそれぞれの限度額まで合算す

ることができる。） 
(1)  第１項に規定する事業のうち、次に掲げるいずれかの事業を実施する場合 ２万円 

 ア 年１回以上の防災に関する訓練 

イ 年 1 回以上の防災に関する勉強会 

(2)  第１項に規定する事業のうち、前号ア又はイ及び次に掲げるいずれかの事業を実施する場合 

５万円 

ア 地域住民の避難体制の構築に関する活動 

イ 避難所運営に関する活動 

４ 第１項第６号に規定する事業を行う場合、前項に規定する助成限度額に、作成を行った件数１件あ 

たり３千円の加算を行うものとする。ただし、加算額の決定に当たっては、次に掲げる条件を付する

ものとする。 

(1) 作成を行った個別避難計画を市に提出すること。 

(2) 助成金交付申請書を提出した日の属する年度の岡山市避難行動要支援者名簿掲載者についての

個別避難計画の作成を行ったものであること。 

５ 助成金の交付回数は、同一の助成対象事業者について１年度につき１回とし、他の補助金等制度の

対象となった経費については、当該助成金の交付対象としない。 

６ 助成対象期間は、年度を単位とし、助成金交付申請書を提出した日の属する年度とする。 

７ 助成金の交付額の算定に当たって対象となる経費は、第１項各号の助成対象事業を実施するために

要する経費とする。 
８ 助成金額は、第３項及び第４項の規定により算出した助成額と、前項の助成対象経費を比較してい

ずれか少ない方の額とする。 
９ 助成金の交付申請は、助成金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、当該年度の３月３１日

まで（４月１日から３月３１日の間）に提出しなければならないものとする。なお、規則第５条第２

項の規定に基づき、同条第１項第３号及び第４号の書類の添付は要しないものとする。 
(1) 事業計画書 
(2) 助成事業に係る経費の収支予算書及び経費予定リスト 
(3) 助成事業に係る経費金額の根拠となる資料（単価が３万円以上のもの） 
(4) 前号に上げるものの他市長が必要と認める書類 
 

（地域防災マップ作成助成金） 

第８条 地域防災マップ作成助成金は、対象事業者が、地域防災マップを作成するために要する経費

を助成する事業であり、次の各号に定めるものを対象とする。 

(1) 地域内の危険箇所等を把握し、点検・確認するための活動 

(2) 防災マップ作成のための要配慮者や避難行動要支援者の居住状況の把握 

(3) 防災マップの製作作業に要する物品などの購入や印刷 

２ 助成対象事業者は、第２条第３号の自主防災組織及び第２条第４号の学区（地区）の防災組織で

あり、別表第１に該当するものをいう。 

３ 助成金額は、別表第１のとおりとする。 

４ 助成金の交付回数は、同一の助成対象事業者について助成を行う年度につき１回とし、助成を行

った年度の翌々年度が経過するまでは再度の助成を行わない。また、他の補助金等制度の対象とな

った経費については、当該助成金の交付対象としない。 

５ 助成対象期間は、年度を単位とし、助成金交付申請書を提出した日の属する年度とする。 

６ 助成対象事業の実施に際し支出される経費のうち、助成金の交付額の算定に当たって対象となる

経費は、助成対象事業を行うために必要な経費とする。 

７ 助成金額は、第３項に定める助成額と前項の助成対象経費を比較していずれか少ない方の額とす

る。 

８ 助成金の交付申請は、助成金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、当該年度の３月３１

日まで（４月１日から３月３１日の間）に提出しなければならないものとする。なお、規則第５条



第２項の規定に基づき、同条第１項第３号及び第４号の書類の添付は要しないものとする。 

(1) 事業計画書 

(2) 助成事業に係る経費の収支予算書及び経費予定リスト 

(3) 助成事業に係る経費金額の根拠となる資料（単価が３万円以上のもの） 

(4) 前号に上げるものの他市長が必要と認める書類 

９ 市長は、規則第７条第２項の規定に基づき、助成金の交付の決定に当たって、事業計画について、

地域の危険箇所や防災上の現地確認作業を計画し、実施することとの条件を付するものとする。 

 

（状況報告、着手届及び完了届の免除） 

第９条 規則第１３条に規定する状況報告及び規則第１５条に規定する補助事業等着手・完了届の提出

は要しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りではない。 

 

（実績報告） 

第１０条 助成対象事業者は、助成事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、その完

了した日から起算して２０日以内に、助成事業の実施状況を記載した自主防災組織等育成事業実績報

告書（様式第３号）に次の各号に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。助成金の交付

の決定に係る会計年度が終了したときもまた同様とする。 

(1)  助成事業に係る経費の収支決算書 

(2)  支出の事実を証する書類 

(3) 助成事業の実施状況が分かる写真（第７条の活動運営費助成金のみ） 

(4) 事業報告書  

(5) 個別避難計画書の写し（第７条第１項第６号の事業を実施する場合のみ） 

(6) 作成した地域防災マップ １部（第８条の地域防災マップ作成助成金の場合のみ） 

(7) その他市長が必要と認める書類 

 

 （助成金の完了前交付） 

第１１条 規則第１９条第１項ただし書の規定により、事業を実施することに支障がある場合には、助

成事業の完了前に助成金の全部又は一部を交付できる。 
２ 前項の規定に基づき、助成事業の完了前に交付できる額は、別表第１のとおりとする。 

 

（助成金の交付の申請） 

第１２条 助成事業者は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付請求書（様式第５号）

に助成金交付決定通知書（様式第２号）または助成金確定通知書（様式第４号）の写しを添付して、

市長に提出しなければならない。 

 

（財産処分の制限） 

第１３条 規則第２４条第２号に規定する市長が定めるもの、および規則第２４条第３号に規定するそ

の他市長が助成金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるものは、購入代金５

万円以上のものとする。 
２ 規則第２４条ただし書に規定する市長が定める期間は、１０年間とする。  

 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 
 
  附 則 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

２ 岡山市自主防災会防災資機材及び防災マップ給付事業実施要綱の規定により、自主防災会結成の届 

出を行った単位町内会については、この要綱の自主防災組織の結成の届出を行ったものとみなす。 

 

３ 岡山市自主防災会防災資機材及び防災マップ給付事業実施要綱の規定により、自主防災会結成の届 

 出を行った連合町内会については、この要綱の学区(地区)防災組織結成の届出を行ったものとみなす。 



 

附則（令和２年２月２６日） 

１ この要綱は、令和２年３月１日から施行する。 

 

附則（令和２年３月３１日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附則（令和３年３月２９日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附則（令和４年３月３１日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附則（令和８年３月３１日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 



別表第1

学区（地区）
連絡調整助成金

地域防災マップ
作成助成金

助成対象
事業者

自主防災組織のうち、
岡山市自主防災会防
災資機材及び地域防
災マップ給付事業実施
要綱により、自主防災
会として給付を受けた
単位町内会が結成す
るもの

左記以外のもの 学区（地区）防災
組織

自主防災組織及び
学区（地区）防災
組織

組織
割

― 10万円
第７条第３項第１号
に該当するもの

2万円

第７条第３項第２号
に該当するもの

5万円

交付回数
上記の助成対象事
業者につき　１回

3年に1回

完了前
交付の
可否

可　※２ 不可

備考

助成額
(上限額）

※１　世帯数は、交付決定を行った日が属する予算年度の前年に調製された冊子「岡山市町内会名簿」に記載の「加入世
帯数」とする。

※２　（第１１条関係）事業を実施することに支障がある場合には、助成事業の完了前に助成金の全部又は一部を交付で
き、助成事業の完了前に交付できる額は、交付すべき助成金の交付決定金額の１０分の１０以内とする。

活動運営費助成金

自主防災組織及び学区（地区）
防災組織
ただし、第７条第１項第６号に規
定する事業にあっては、自主防
災組織のみを助成対象事業者と
する。

年１回

不可

30万円 3万円

第７条第４項に該当するもの
個別避難計画新規作成

１件あたり　3,000円を加算

避難活動準備助成金

上記の助成対象事業者につき　１回

可　※２

世帯
割

世帯数（※１）
×500円

世帯数（※１）
×500円


